
ハラスメントの防止等に関する要綱 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 苦情相談員及びハラスメント対策委員会 （第６条－第１０条） 

 第３章 外部相談員（第１１条－第１３条） 

 第４章 雑則（第１４条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的

として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生

じた場合に適切に対応するための措置に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントをいう。 

 ⑵ セクシュアル・ハラスメント  他の者を不快にさせる職場における性的な言動並びに職

員が他の職員及び業務遂行に伴う関係者（以下「職員等」という。）を不快にさせる職場

外における性的な言動をいう。 

 ⑶ パワー・ハラスメント 職場内外における職務に関する優越的な関係を背景として行わ

れる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員等に精神的若しくは身体的

な苦痛を与え、職員等の人格若しくは尊厳を害し、又は職員等の勤務環境を害することと

なるようなものをいう。 

 ⑷ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと、妊娠

又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと

又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に

関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をい

う。 

 ⑸ ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境や健康が害される



こと及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けるこ

とをいう。 

 （職員の責務） 

第３条 職員は、ハラスメントをしてはならない。 

２ 職員は、次条第１項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。 

３ 係長及びこれと同等以上の職にある者（以下「管理監督者」という。）は、良好な勤務環

境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努める

とともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければ

ならない。 

 （職員に対する指針） 

第４条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項について、指

針を定めるものとする。 

２ 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。 

 （研修等） 

第５条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図ら

なければならない。 

２ 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項につ

いて理解させること並びに新たに管理監督者となった職員に、ハラスメントの防止等に関し

その求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。 

 

   第２章 苦情相談員及びハラスメント対策委員会 

 （苦情相談員の配置等） 

第６条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」という。）が職員等か

らなされた場合に対応するため、総括相談員、相談員及び専門相談員（以下「相談員等」と

いう。）を置く。 

２ 総括相談員は、総務部人事課長、消防局総務課長、教育委員会事務局教育総務部総務課長

及び上下水道局業務部総務課長をもって充てる。 

３ 相談員は、総括相談員がそれぞれ指名する者をもって充てる。 

４ 専門相談員は、市長が指名する者をもって充てる。 

５ 相談員等が苦情相談を受ける時間は、原則として、長崎市の休日を定める条例（平成５年

長崎市条例第３５号）第１条第１項各号に規定する日を除く日の午前８時４５分から午後５



時３０分までとする。 

 （苦情相談への対応） 

第７条 相談員等は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に

対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合

において、相談員等は、市長が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければ

ならない。 

２ 総括相談員は、苦情相談の内容又は状況により、前項の規定による解決が困難であると認

めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会に、当該苦情相談への対応を依頼する

ものとする。 

 （苦情相談に関する指針） 

第８条 市長は、相談員等がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事

項について、指針を定めるものとする。 

２ 任命権者は、相談員等に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。 

 （ハラスメント対策委員会の設置等） 

第９条 総括相談員から依頼された苦情相談に対応するため、及びハラスメントの防止策等に

ついて検討するため、ハラスメント対策委員会（以下「内部委員会」という。）を置く。 

２ 内部委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。 

３ 委員長は、職員倫理監察指導監をもって充てる。 

４ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 ⑴ 総務部人事課長 

 ⑵ 市民生活部人権男女共同参画室長 

 ⑶ 消防局総務課長 

 ⑷ 教育委員会事務局教育総務部総務課長 

 ⑸ 上下水道局業務部総務課長 

 ⑹ 専門相談員 

 ⑺ 委員長が指名する職員 

５ 前項の委員の数は、女性が半数以上となるようにしなければならない。 

６ 委員長は、会務を総理し、内部委員会を代表する。 

７ 委員長は、必要があると認めるときは、委員長の指名する委員のみをもって苦情相談に対

応することができる。 

８ 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 



９ 委員長は、苦情相談に対応したときは、速やかにその結果を任命権者に報告しなければな

らない。 

１０ 内部委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。 

 （プライバシーの保護等） 

第１０条 相談員等及び内部委員会は、職員からの苦情相談に対応するに当たっては、関係者

のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

２ 任命権者は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職

員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなけれ

ばならない。 

 

   第３章 外部相談員 

 （外部相談員） 

第１１条 職員が関係するハラスメント事案に係る苦情の申出、相談等（以下「外部相談」と

いう。）に対処するため、外部相談員を設置する。 

第１２条 外部相談員は、長崎市ハラスメント調査等審議会規則（平成２７年長崎市規則第２

６号）第２条第２項に規定する委員のうちから市長が指名する。 

２ 外部相談員は、外部相談に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ 外部相談員は、次に掲げる事項について対応する。 

 ⑴ 外部相談の受付及び外部相談に対する助言をすること。 

 ⑵ 外部相談事案に係る必要な調査をすること。 

 ⑶ 外部相談の記録を作成し、及び任命権者へ報告すること。 

 ⑷ その他外部相談に関し必要と認められること。 

４ 外部相談は、原則として、長崎市の休日を定める条例第１条第１項各号に規定する日以外

の日の午前１０時から午後４時までの間で、市長が指定する場所において行うものとする。 

 （庶務） 

第１３条 外部相談員に係る庶務は、総務部人事課において処理する。 

 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 



 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１２月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、地方独立行政法人長崎市立病院機構成立の日から施行する。ただし、第８条第

３項の改正規定については、平成２４年３月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

 


